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６章　ETCの応用サービス

（１）利用車番号サービス

ETC車載器を活用した駐車場利用料金、給油料金等の決済導入への民間からの
要望の広がりを踏まえ、ETC車載器の有料道路通行料金の決済以外への活用につ
いて「ETC関連技術の活用に関する研究会」において検討がなされ、平成18年3月
に「ETC車載器機器番号の活用について」として取りまとめられた。その結果、
平成18年4月、民間事業者等においてETC車載器の機能の一部を利用した本サービ
スが開始された。
本サービスは、サービス事業者があらかじめ登録した車載器の機器番号を基に生

成された利用車番号と、サービス利用時に生成された利用車番号を照合し、入退出
管理サービス、決済サービス、顧客管理サービス等を行う車載器のID応用サービ
スで、ETCのセキュリティに直接影響を与えないよう配慮されていた。

利用車番号サービスの仕組み

出所：国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/06/060317/04.pdf

６－１ ETCの多目的利用サービス
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本サービスの運用では、ITS-TEAはサービス事業者及び路側機製造者に対して、
利用車番号の照会・提供、路側機が利用車番号を生成するための情報の提供、路
側機開発のための利用車番号変更ソフトに関する仕様の無償貸与を行ってきたが、
サービス自体は民間サービスとして提供されるもので、その利用方法等はそれぞれ
の民間サービス事業者が定めていた。また、駐車場の料金支払い等の決済処理は、
利用者が別途各民間サービス事業者に事前登録するクレジットカード等で行われて
いた。

本サービスはETCカードの道路料金決済以外の利用を可能とするスキーム成立
とそのサービス事業会社が設立されて、当初の役割が終了したことや、ETCカー
ドと車載器を利用した車両特定での利用においては現在のサービス事業者が事業停
止や他の方式へ移行することもあり、ITS-TEAによる利用車番号（照会）サービ
スは、令和6年3月末をもって終了した。

（２）ETC多目的利用サービス

平成25年6月14日に閣議決定された『世界最先端IT国家創造宣言について』の中
において、「世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現」の具
体的な実施項目として、「駐車場等、高速道路以外の施設でもETC等のITS技術が
利用可能となる環境を整備し、利便性の向上を図る」という方針が示された。この
方針に基づき、有料道路以外の利用料金へのETCの活用を図るためネットワーク
型ETC技術について検討が進められた。
ネットワーク型ETC技術とは、遠隔地のセキュリティが確保された施設に設置

したセキュリティ機能を有した情報処理機器と駐車場等に設置された複数の路側機
を通信ネットワークで接続し、 路側機で取得した情報を集約させて一括処理するこ
とで、ETCカードを用いた決済の安全性を確保する技術である。
平成29年度から民間駐車場等においてネットワーク型ETC技術を活用した決済

システムの試行運用が行われ、実用化に向けた検証が行われてきた。
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出所：首都高速プレスリリース

国土交通省は、令和元年11月11日にETC多目的利用システムの利用に関する要
綱を定めた。これを受け、令和3年2月に有料道路事業者とITS-TEAの間でETC
多目的利用システムの実施に関する協定が締結された。
令和7年7月31日現在の運用状況は、以下のとおりである。

ETC多目的利用サービスの運用状況
運用管理事業者：中日本高速道路株式会社
サービス提供事業者：ETCソリューションズ（株）
有料道路 11カ所
駐車場 ２カ所
その他　（ごみ処理施設） １カ所

URL：https://etcx.jp/

運用管理事業者：首都高速道路株式会社
サービス提供事業者：アマノ株式会社
有料道路 4カ所
駐車場 2カ所

URL：https://www.amano.co.jp/etcgo/
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一定の重量・寸法を超える大型車両（限度超過車両）は、道路の構造や交通に支
障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできない。一方で、道路
は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から限度超
過車両の通行が必要となる場合がある。そこで道路管理者が車両の構造または車両
に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交
通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両（以下「特殊車両」
という）の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられている。

道路法等の一部を改正する法律（令和2年法律第31号）により、限度超過車両を
通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、通行が可能
な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる新たな制度（特殊車両通行確認制
度）の運用が令和4年4月1日に始まり、指定登録確認機関により特殊車両通行確認
制度の運営に関する登録等事務が実施されている。

特殊車両通行確認制度の主な特徴は以下のとおり。

・自動的に経路の検索が行われ、オンラインで即時に複数の通行可能経路が確認で
きる等、現行の特殊車両通行許可制度と比較して使い勝手が良い（早い、簡単、
便利）

・事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、イン
ターネットを利用して24時間・オンラインで行うことが可能

・通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、
24時間・オンラインで行うことが可能

・ETC2.0を搭載した車両が対象

６－２ 特殊車両通行確認制度
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出所：国土交通省ホームページ


